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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第54期

第１四半期
連結累計期間

第55期
第１四半期
連結累計期間

第54期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (百万円) 5,998 5,871 24,360

経常利益 (百万円) 1,147 1,177 4,564

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 783 806 2,793

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 718 1,008 2,652

純資産額 (百万円) 44,969 46,674 46,323

総資産額 (百万円) 51,509 52,917 52,793

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 63.94 62.68 219.72

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 86.3 87.2 86.7
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、企業収益や個人

消費が減少しており、極めて厳しい状況が続きました。引き続き国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動など

の影響に留意が必要であり、先行きは不透明な状況にあります。

このような経済情勢の中、安全・安心に対する社会的ニーズは、ますます多様化・高度化しており、当社グルー

プは、“いつでも、どこでも、誰もが「安全・安心・快適・便利」に暮らせる社会”を実現する「社会システム産

業」の構築を目指し、質の高いサービスを提供することにより、業績向上に努めてまいりました。また、当社グ

ループでは新型コロナウイルス感染症に対して、出勤前の検温やマスクの着用、手洗い励行、アルコール消毒と

いった就業時の対応を行っており、緊急事態宣言下においては在宅でのリモートワークや時差出勤、勤務場所を分

散するなどの対策を行うことで感染拡大防止を図り、サービスの提供に努めました。

セキュリティ事業では、セントラライズドシステム部門において、2020年４月７日の新型コロナウイルス感染症

拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、新規営業活動の自粛と既存のお客様の店舗閉鎖や休業などによる解約や

サービスの一時中止等の影響があったものの、テレワーク時の社員の勤怠を管理する「セコムあんしん勤怠管理

サービス」、ＢＣＰ対策としての「セコム安否確認サービス」、感染防止対策としての「サーマルカメラ」等の受

注が増加しました。家庭向けでは、外出自粛や学校の休校等により在宅時間が長くなったことから、ホームセキュ

リティについてＷｅｂでのお問い合わせが増加しました。これを踏まえ「健康管理」や「救急対応」が可能なウェ

アラブル端末「セコム・マイドクターウォッチ」を付加できるほか、コミュニケーションロボット「Xperia

Hello!」と連携し「楽しさ」や「便利さ」そして「ゆるやかな見守り」につなげることができる、「セコム・ホー

ムセキュリティＧ－カスタム」や「セコム・ホームセキュリティ ＮＥＯ」、このほか「セコムみまもりホン」のさ

らなる拡販に努めてまいりました。

 
[受注実績]

当第１四半期連結会計期間末現在実施中の主な部門別契約件数は次のとおりであります。

セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間末
（2020年６月30日)

件数(件) 前年同四半期比(％)

〔セキュリティ事業〕   

　セントラライズドシステム部門 92,775 2.3

　常駐システム部門 272 0.0

　現金護送システム部門 2,057 △1.3

合計 95,104 2.2
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[販売実績]

当第１四半期連結累計期間の部門別販売実績は次のとおりであります。

(単位：百万円)

セグメントの名称

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)

金額 構成比(％) 前年同四半期比 前年同四半期比(％)

〔セキュリティ事業〕 〔5,811〕 〔99.0〕 〔△138〕 〔△2.3〕

　セントラライズドシステム部門 4,019 68.5 34 0.9

　常駐システム部門 1,037 17.6 △86 △7.7

　現金護送システム部門 268 4.6 △18 △6.4

　安全商品売上部門 485 8.3 △67 △12.3

〔その他の事業〕 〔60〕 〔1.0〕 〔11〕 〔23.4〕

　メディカル事業部門 50 0.8 6 15.3

　一般電気工事・建築事業部門 10 0.2 4 88.3

合計 5,871 100.0 △127 △2.1
 

(注)　金額には、消費税等は含まれておりません。
 

セキュリティ事業では、セントラライズドシステム部門において、事業所向け・家庭向けのオンライン・セキュ

リティシステムの契約件数が順調に増加した一方で、常駐システム部門において、新型コロナウイルス感染症の影

響による各種イベントなどの自粛により、臨時警備が中止となったことや、安全商品売上部門において、営業活動

を自粛した結果、前年同四半期比 138百万円(2.3％)減収の 5,811百万円となりました。

また、その他の事業は、メディカル事業部門が増収となったことなどにより、前年同四半期比 11百万円(23.4％)

増収の 60百万円となりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比 127百万円(2.1％)減収の 5,871百万円とな

りました。営業利益は緊急事態宣言下でもサービスの提供を維持し続けた一方で、営業活動の自粛、研修等の中

止・延期をした結果、売上原価や販売費及び一般管理費が抑制されたことなどにより、前年同四半期比 22百万円

(2.0％)増益の 1,114百万円となりました。経常利益は前年同四半期比 30百万円(2.6％)増益の 1,177百万円、親会

社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比 23百万円(2.9％)増益の 806百万円となりました。

 
[財政状態の変動状況]

 前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期
連結会計期間

(2020年６月30日)
増減

総資産（百万円） 52,793 52,917 123

負債（百万円） 6,470 6,243 △227

純資産（百万円） 46,323 46,674 351

自己資本比率（％） 86.7 87.2 ―
 

 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 123百万円(0.2％)増加し 52,917百

万円となりました。

主な増加要因は、投資有価証券 265百万円及び現金護送業務用現金及び預金 126百万円であり、主な減少要因は、

その他の流動資産 281百万円です。
 

負債は、前連結会計年度末に比べて 227百万円(3.5％)減少し 6,243百万円となりました。

主な減少要因は、未払法人税等 432百万円及び賞与引当金 378百万円であり、主な増加要因は、その他の流動負債

239百万円及び繰延税金負債 201百万円並びに現金護送業務用預り金 126百万円です。
 

純資産は、前連結会計年度末に比べて 351百万円(0.8％)増加し 46,674百万円となりました。

主な増加要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益 806百万円及びその他有価証券評価差額金 183百万円であ

り、主な減少要因は、前期決算に係る配当金の支払 643百万円です。
 

以上の結果、自己資本比率は、87.2％となりました。
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なお、当社グループの運転資金需要のうち主なものは、サービス提供に関わる人件費、売却商品購入費用、販売

費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。営業費用のうち主なものは、営業活動等に関わる人件費、

親会社への技術援助料及び各種業務委託料となっております。

これらの運転資金及び設備投資資金については、自己資金又は借入金により資金調達することを基本方針として

おります。なお、当第１四半期連結会計期間末現在においては、短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定の長期

借入金を含む)の残高はありません。

 

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 34,000,000

計 34,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(2020年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,109,501 13,109,501
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株であり
ます。

計 13,109,501 13,109,501 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年６月30日 ― 13,109,501 ― 3,530 ― 3,401
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2020年６月30日現在

区　分 株式数(株) 議決権の数(個) 内　　容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 244,600

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,833,000 128,330 ―

単元未満株式 普通株式 31,901 ― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 13,109,501 ― ―

総株主の議決権 ― 128,330 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式２株が含まれております。

３．当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　

記載することができないことから、直前の基準日(2020年３月31日)に基づく株主名簿による記載をして　　

おります。

 

② 【自己株式等】

    2020年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
セコム上信越株式会社

新潟県新潟市中央区新光
町１番地10

244,600 ― 244,600 1.87

計 ― 244,600 ― 244,600 1.87
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2020年４月１日から2020年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 18,337 18,284

  現金護送業務用現金及び預金 ※１  909 ※１  1,036

  受取手形及び売掛金 403 316

  未収契約料 1,145 1,091

  たな卸資産 68 62

  短期貸付金 17,300 17,400

  その他 861 579

  貸倒引当金 △3 △3

  流動資産合計 39,022 38,767

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 4,727 5,228

    減価償却累計額 △3,033 △3,084

    建物及び構築物（純額） 1,694 2,144

   機械装置及び運搬具 209 204

    減価償却累計額 △134 △135

    機械装置及び運搬具（純額） 74 69

   警報機器及び設備 17,570 17,496

    減価償却累計額 △14,212 △14,116

    警報機器及び設備（純額） 3,358 3,379

   工具、器具及び備品 505 518

    減価償却累計額 △352 △360

    工具、器具及び備品（純額） 153 158

   土地 3,145 3,145

   建設仮勘定 385 49

   有形固定資産合計 8,810 8,946

  無形固定資産   

   ソフトウエア 41 40

   その他 0 0

   無形固定資産合計 41 40

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,220 2,485

   長期前払費用 951 922

   退職給付に係る資産 1,411 1,440

   繰延税金資産 210 194

   保険積立金 22 22

   その他 117 111

   貸倒引当金 △14 △14

   投資その他の資産合計 4,918 5,163

  固定資産合計 13,770 14,150

 資産合計 52,793 52,917
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 127 106

  未払金 751 781

  設備関係未払金 267 207

  未払法人税等 672 240

  未払消費税等 335 ※２  367

  未払費用 105 93

  現金護送業務用預り金 ※１  909 ※１  1,036

  前受契約料 1,275 1,333

  賞与引当金 534 155

  その他 186 425

  流動負債合計 5,166 4,748

 固定負債   

  長期未払金 21 20

  長期預り保証金 1,043 1,039

  繰延税金負債 51 253

  退職給付に係る負債 149 146

  その他 39 35

  固定負債合計 1,304 1,494

 負債合計 6,470 6,243

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,530 3,530

  資本剰余金 3,402 3,402

  利益剰余金 39,678 39,841

  自己株式 △873 △873

  株主資本合計 45,737 45,900

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 5 188

  退職給付に係る調整累計額 33 39

  その他の包括利益累計額合計 39 228

 非支配株主持分 546 545

 純資産合計 46,323 46,674

負債純資産合計 52,793 52,917
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 5,998 5,871

売上原価 3,741 3,585

売上総利益 2,257 2,285

販売費及び一般管理費   

 広告宣伝費 21 13

 役員報酬 38 42

 従業員給料及び手当 451 452

 従業員賞与 73 71

 賞与引当金繰入額 45 45

 退職給付費用 12 16

 法定福利費 91 93

 賃借料 57 54

 減価償却費 23 35

 貸倒引当金繰入額 △0 △0

 業務提携契約料 88 89

 業務委託費 61 67

 その他 200 188

 販売費及び一般管理費合計 1,165 1,171

営業利益 1,091 1,114

営業外収益   

 受取利息 11 12

 受取配当金 42 43

 受取賃貸料 3 3

 その他 14 26

 営業外収益合計 72 85

営業外費用   

 支払利息 0 0

 固定資産除売却損 ※  6 ※  8

 長期前払費用一時償却額 6 9

 その他 3 4

 営業外費用合計 17 23

経常利益 1,147 1,177

税金等調整前四半期純利益 1,147 1,177

法人税、住民税及び事業税 220 223

法人税等調整額 130 134

法人税等合計 350 358

四半期純利益 796 818

非支配株主に帰属する四半期純利益 13 12

親会社株主に帰属する四半期純利益 783 806
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益 796 818

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △77 183

 退職給付に係る調整額 △0 5

 その他の包括利益合計 △77 189

四半期包括利益 718 1,008

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 705 995

 非支配株主に係る四半期包括利益 13 12
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【注記事項】

(追加情報)

 （新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書（追加情報）(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の

見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　当社及び子会社１社は銀行等の金融機関が設置している現金自動受払機の現金補填業務等を行っております。現

金護送業務用現金及び預金残高、並びに現金護送業務用預り金残高は当該業務に関連したものであり、当社グルー

プによる使用が制限されております。

 

※２　消費税等の取扱い

     当第１四半期連結会計期間(2020年６月30日)

　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

 

３　偶発債務

従業員の借入金について以下の通り債務保証を行っております。

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

 ７百万円 ７百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※　　固定資産除売却損の内訳

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
至　2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

警報機器及び設備 6百万円 8百万円

その他 0　〃 0　〃

計 6百万円 8百万円
 

上記の固定資産除売却損は、事業活動の中で経常的に発生するものであります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
至　2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

減価償却費 397百万円 406百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月24日
定時株主総会

普通株式 612 50 2019年３月31日 2019年６月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月23日
定時株主総会

普通株式 643 50 2020年３月31日 2020年６月24日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  報告セグメントは「セキュリティ事業」１つであり、開示情報としての重要性が乏しいため記載を省略しておりま

す。

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 報告セグメントは「セキュリティ事業」１つであり、開示情報としての重要性が乏しいため記載を省略しておりま

す。

 
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  報告セグメントは「セキュリティ事業」１つであり、開示情報としての重要性が乏しいため記載を省略しておりま

す。

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 報告セグメントは「セキュリティ事業」１つであり、開示情報としての重要性が乏しいため記載を省略しておりま

す。

 
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

１株当たり四半期純利益 63円94銭 62円68銭

 (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 783 806

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

783 806

普通株式の期中平均株式数(株) 12,252,733 12,864,865
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年８月13日

セコム上信越株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 櫻　　井   清　　幸 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 奥　　村　　始　　史 印

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセコム上信越株

式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、セコム上信越株式会社及び連結子会社の2020年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

EDINET提出書類

セコム上信越株式会社(E05263)

四半期報告書

17/18



られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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